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本 研 究 は 、2004 年 に 改 正 さ れ た 商 標 法 に よ っ て 再 び 注 目 を 浴 び た 地 域 ブ ラ ン ド の 研 究 業 績 を レ

ビ ュ ー し た 研 究 で あ る 。そ の レ ビ ュ ー 結 果 を 考 察（ Ⅰ ）と 考 察（ Ⅱ ）に 分 け 、ま ず 考 察（ Ⅰ ）で

は 、主 要 地 域 ブ ラ ン ド 文 献 の 特 徴 や 内 容 を 検 討 す る 。こ の 検 討 に よ っ て 既 存 研 究 の 特 徴 と 論 点 が

明 ら か に な る 。 考 察 （ Ⅱ ） で は 、 地 域 ブ ラ ン ド 研 究 の 限 界 点 を 指 摘 し 、 今 後 の 課 題 を 提 示 す る 。 
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Ⅰ．はじめに  

地域ブランド論 1、いわゆる地域団体商標制度は特定の地域から生み出された商品、すなわち地

域資源（あるいは、地域特産品 や地域産品に呼ばれている）のブランド化を目指した研究である。

地域資源のブランド化が順調に進められ た場合、衰退していく地域経済の活性化が期待できる。

従って、多くの地方自治体は地域ならではの地域資源を再発見することに着目して力を入れてい

る。地域資源のブランド化は衰退していく地域経済を活性化する方法として注目を集めているが

ゆえに、多くの研究者は様々な地域資源を取り上げて研究している。しかし、地域ブランド論に

おける地域資源のブランド化 の対象はまだ明らかになっていないままに研究を進めているように

見える。そのため、地域ブランドに関する研究は研究者によって、その考え方が異なっているの

が現状である。  

このように、地域ブランドに対する各研究者の考え方は異なっている にもかかわらず、地域 ブ

ランドは消費者にその地域に対して好ましいイメージを持たせることに影響を与える。この影響

は当該地域や地域資源（有形）やサービス（無形）の再購買に影響を及ぼす。結果としてこの影

響は当該地域経済を活性化し、さらに地域財政の改善を目指すこともできるかもしれない。この

ような考え方は地域ブランド論研究者の間に共通している。そのため、地域ブランド論研究者は、

地域の有形無形のもの（資産）にブランドを付け、他の地域資源と差別化を狙うこと を想定して

いる。換言すると、地域ブランド論研究者は地域ブランドを論じる際に、企業ブランド論、いわ
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ゆるビジネスブランド論 の視点から地域ブランド論を研究している。  

Aa ker や Kel l e r などのブランド論研究の理論を採用しながら、 地域ブランド論研究者 は地域ブ

ランドを企業ブランドと同じく位置付けて地域ブランド論の 研究を試した。つまり、地域や地域

資源をブランド化する際に、 地域を企業とし、企業の個別ブランドは地域 資源（例えば、観光、

産品、サービスなど）と見なして研究を進めた。地域ブランド論研究者は、ビジネスブランド論

を基盤に地域や地域資源のブランド化を研究したゆえに、地域と地域資源の間のギャップを埋め

る方法として、地域性を基盤に地域 のアイデンティティや イメージの統一を主張した。買い手側

に統一された地域イメージと情報発信は地域や地域資源のブランド化が成功する鍵となる。  

近年、地域資源のブランド化対象は多様化しつつある。地域の特産品から地域特産品の加工品、

さらに、地域空間まで幅広く その対象になっている。このような動きは、従来の地域ブランドと

関連された商標法の改正が政府によって 2 00 6 年 4 月に行われたことが影響をもたらしたと考え

られる。政府が商標法を改正する前の商標法、つまり、 1 9 5 9 年立法当時の商標法では地域名と商

品名の組み合わせが法律的に認められなかっ たが、 2 00 5 年６月に成立した改正法（ 20 0 6 年４月

施行）において「地域団体商標制度」が導入され 、地域名と商品・サービス名の組み合わせが認

められるようになった 2。商標法が改正されたことによって当該地域資源に関する権利は法律的に

保護が可能になるとともに、 当該地域産品（資源）を真似した 偽物の問題もある程度解決する方

法として機能した。  

しかし、商標法の改正によって定めた規則（ルール）に従わない地域の特産品 の扱いはどうな

るのかの問題が生じる。要するに、地域特産品の商標が、①地域名と商品名を組み合わせない、

②ブランド化の展開主体が団体や政府ではない 場合、当該地域の特産品は地域ブランドとして商

標登録ができなくなるがゆえに地域ブランドとして法律的に認められない。地域の特産品として

消費者に認識されているにもかかわらず、地域ブランドとして認められないことはすでに 地域の

特産品を展開している地域や地域内の企業には納得しにくいことである。  

そもそも、地域ブランドとは、地域の特産品であり、「地域ブランド＝地域特産品」という意識

が強かった 3。国内（日本）の地域は、互いに似ている自然環境・気候・文化などを持っているた

め、同一の種類の特産品が複数の地域に存在する可能性が高い。 例えば、和牛の場合、国内の複

数の地域から市場に出荷されているが、商標法の改正が行われる前は消費者にとって普通の和牛

に過ぎなかった。しかし、商標法の改正が行われた後は、和牛に地域名を付けることができ （例

えば、神戸牛、あるいは松阪牛など）、消費者に特定地域の和牛ブランドとして認識されることが

可能となった。そして、消費者は当該地域資源を他の地域資源と識別することもできた。当該地

域の資源は消費者に他地域の資源と同じく扱われる 危険性が低くなり、消費者に誤解を招きやす

いことが防げられた。  

本稿では、地域や地域資源のブランド化を対象とした研究が再び注目を集め始めたと言われて



いる 2 0 04 年以降の地域ブランド論研究を中心に地域ブランド論を包括的に検討する 4。検討する

と、商標法の改正によって定めた地域ブランドの規則（ルール）に対する既存研究者 の考え方が

理解できるし、さらに既存研究の特徴・限界点も明確することができる。 その後、地域ブランド

論の今後の課題や方向性を探り、そのために解明すべき課題を 提示する。  

以下では、第Ⅱ節において、まず各研究者の研究を要約したうえで、各研究の特徴を整理する。

第Ⅲ節では要約した各研究の特徴を 6 つの次元に分け、各次元の特徴について検討する。さらに

続稿の第Ⅳ節では、これらの研究の 限界点を指摘し、第Ⅴ節では、第Ⅱ節から第Ⅳ節までに明らか

になったことをもとに、地域ブランド研究の今後の方向性及び課題を 提示する。  

 

Ⅱ．既存の主要地域ブランド研究  

本節では、地域ブランド論に関する 既存の日本と海外の主要研究を研究する。既存の研究を研

究することによって、主要研究の主な論点が明らかになる。地域ブランドに対する各研究者の考

え方が確認できる。  

 

1．青木（ 2004/2008）  

青木は、地域ブランドを 「一般企業における企業ブランドと同じく、個々の地域資源ブランド

を束ね導いていく存在である」と定義 5しつつ、地域や地域資源のブランド化プロセスモデルを提

示した。このプロセスモデルでは、地域ブランド を地域全体と地域資源に分けている。ます、地

域全体のブランドは企業ブランドとし、地域資源 のブランドは、企業の製品ブランドと見なした。

しかし、同一地域と地域資源でも、その間にギャップ (穴 )が生じる可能性が高いため、青木は地

域全体と地域資源の間に生じるギャップを埋めなければならないし、このギャップを埋めること

が地域や地域資源のブランド化の課題であると強調した。  

地域資源ブランドは、当該地域が生み出した個々の製品を指す物である。例えば、 1 次産業の

農水産品やそれを加工した加工品、観光地 、商業地などがそれである。一方、地域空間ブランド

（青木は、地域全体ブランドと表現する）は、地域を構成している自然（環境）、歴史、文化、伝

統など、地域を構成している全体である。地域全体は統一されていない地域資源 を統一する「地

域性」の根幹（ Base）になる。そして、「地域性」は当該地域が地域ならではの地域らしさを示す

基盤になる。それゆえ、「地域性」を基盤とした地域全体や地域資源のブランド化展開が必要であ

る。この地域性を「基盤」「核」「象徴」という 3 つの基軸にして、地域ブランド化プロセスモデ

ルを第 1 ステップから 4 ステップに分け、各段階別にブランド化の戦略展開手法を示した 6。この

プロセスモデルは図表 1 の通りである。  

まず、第 1 ステップは、ブランド化 が可能な個々の地域資源を選び出し、ブランド構築の基盤

ないし背景として地域性を最大限に活用し ながら、ブランド化していく段階である。この段階で



は、地域内に存在している様々な地域資源の中 で、地域性を生かせる地域資源ブランドを選び、

ブランド化することを意味する。従って、地域資源の認知度も重要であるが、それより、地域性

を生かせるかどうかが重要な基準である。  

 

図表 1 地域ブランド構築の基本構図  

 

出所：青木（ 2 0 08）、 p 20 より転載  

 

第 2 ステップは、前段階で確立された地域資源ブランドを柱としつつ、そこに共通する「地域

性」を１つの核ないし焦点として、「傘」ブランドとしての地域ブランドを構築していく段階であ

る。この段階は、地域資源ブランドと地域全体ブランドの間に生じたギャップを「地域性」のも

とに結び付け、 1 つの地域らしさを作り上げる。この地域らしさが地域の「象徴」となり、確立

される段階である。  

第 3 ステップは、地域ブランによる地域資源ブランドの強化と底上げ の段階である。この段階

は、 2 段階を通じて確立された地域ブランドに対する消費者の期待値に合う必要があるため、各

地域資源ブランドの底上げが重要であり、地域全体ブランドと地域資源ブランドの間の「地域性」

を崩さないようにする。  

最後の第 4 ステップは、底上げされた地域資源ブランドによって、地域経済や地域自体が活性

化される段階である。この段階では、地域資源ブランドの認知度が高くなり、そ の地域資源ブラ

ンドの販売範囲が広くなる。その結果、当該地域資源ブランドの 購買や経験ができる当該地域に

人々が地域以外から流入して地域自体の活性化に繋がる。このように、地域以外 で当該地域ブラ

ンド商品が売れ、地域内に人々（又は、観光客）の流入が増え る。その結果、地域の活性化に繋

がることが地域資源のブランド化が狙う理想的な最終目的である。  

地域全体と地域資源の間 に生じたギャップは「地域性」を基盤に埋められる。そして、地域ブ

ランドを企業ブランドと 見なして地域資源のブランド化を論じたことは、以降の地域ブランド論



研究に大きな影響を与えた。青木の研究によると、①「基盤」「核」「象徴」という「地域性」に

基づいた地域資源の発掘とブランド化展開によって、②地域資源ブランドの販売範囲が拡大する、

③他の地域資源（商業地・観光地） ブランドによる当該地域に人の流入が増加することを狙う。

しかし、地域や地域資源のブランド化を展開する組織に関する具体的な検討はしていない。 さら

に青木は、関あじ・関さば、おかげ横町、湯布院のような地域や地域資源 をブランド化の対象と

して考えている。  

 

2．内田（ 2004）  

内田は、消費者がある地域産品に対してその地域に特定な地域イメージを持っていることに着

目し、このことを創造する方法は何であろうかという問題意識をもって研究を始めた。 地域イメ

ージがその地域に与える影響を観光 マーケティング視点から分析した 地域ブランド研究であり、

観光産業を活性化することは地域経済振興に非常に即効性 があると考えている。  

内田は地域ブランドを、それぞれの地域の持つイメージ（景観、自然環境、歴史背景、文化・

風土、特産品など）が固有の価値があるものとして、地域を取り巻く様々なステークホルダーに

よって広く認知されたものである 7と定義した。そして、ビジネスブランド論を地域ブランド論に

適用しながら、研究を進めている。 青木と同じくビジネスブランド論を適用したとしても、その

構造は若干異なる。この異なる点は、図 表 2 の通りである。  

 

図表 2 地域ブランドの階層構造  

 

出所：内田（ 2 0 04）、 p 30 より転載  

 

この階層構造は、ビジネスブランド論の製品ブランドと企業ブランドを包含している が、企業

や企業の製品ブランドより地域ブランドの範囲がはるかに広い。このように、地域ブランド論は

単にビジネスブランド論を適用しても、説明しにくい複雑な構造を持っている。さらに、地域ブ

ランドが成功し、地域 の経済が活性化した場合、この効果は企業のみならず、（地域）社会全体に

及ぼしている 8。  

内田は、地域ブランドの形成・展開プロセスモデルを提示した 9。このモデルによると、地域資

源（観光資源）ブランドの始まりは地域内の企業から始まり、その後、地域資源を 活用した地域



内の企業が増加する。そして、企業の増加によって 地域資源の生産・販売に関連した起業が増加

した場合、地域イメージ形成に役に立つことを示している 。つまり、このプロセスモデルは、地

域が特定地域イメージを形成するために、①その地域内に当該資源ブランドを生産・販売する企

業が増加する必要があり、②この企業を同じ地域や場所に集積させることによって観光まちづく

りが形成され、③このまちづくりが 官・学校などの支援・連携などと結び付けて特定な地域イメ

ージの形成するようになる、ことを狙っている。このプロセスモデルは図 表 3 の通りである。  

 

図表 3 地域ブランドの形成・展開プロセスのモデル  

 

出所：内田（ 2 0 04）、 p 42 より転載  

 

地域経済を活性化するため、当該地域が持つ有形無形の資源を活用した商品を生産・販売する

企業と関連した企業や起業の増加は当該地域のイメージ形成に影響を与えている。 有形無形の地

域資源を取扱い・販売する企業が地域内の特定場所に集めることによって 消費者に観光地イメー

ジが形成される。そのイメージは消費者に影響を与え、当該地域の地域資源を楽しむために訪問

する観光客（人）の増加に繋がる。そして、この観光地や商店街は地域経済の活性化の引き金に

なる。内田は、地域ブランド産品（あるいは、商品）を生産・販売する企業の増加による商業施

設の集積が観光（地）資源のイメージ形成に影響を与えることに注目し、地域の産品と観光の相

乗効果を示した。商業施設の集積による地域資源（観光地）ブランド形成に関して濱田（ 20 1 0）

も地域資源を取扱い・販売する企業による観光まちづくりの形成が地域経済の活性化に繋がる事

例を研究対象と取上げて研究した 1 0。  

内田は北海道の企業ブランド（六花亭製菓、北海道ワイン、夕張市農協など）と製品ブランド

（おたるワイン、夕張メロンなど）がブランド化 の対象として考えている。つまり、地域資源の

ブランド化対象は上に示した定義のように地域が 持つイメージは固有の価値があり、 それが地域

内のステークホルダーに広く認知されているとそのブランド化 の展開は企業であれ、地域であれ、

主体組織になれる。なぜなら、内田が示したプロセスモデルによると、地域の資源（観光）のブ

ランド化は企業から始まり、ある程度地域資源のブランド化が進められた後、官（政府）か ら支



援を受ける流れをあらわしているからである。  

 

3．村山（ 2007）  

村山は、地域ブランドの用語を産品ブランド（狭義の地域ブランド）と地域 そのもののブラン

ド（広義の地域ブランド）に分けて 地域ブランドを区別し、研究を進めている。狭い意味は地域

独自の産品として産品の独自性を制度として保証することであり、広義の意味は地域そのものの

ブランド価値を創ること、ブランド価値を高めることである 1 1。地域のブランド化とは、地域の

知名度をあげること、そして、次に地域の魅力的なイメージを喚起させ、多くの人々を引き寄せ

ることであると定義した 1 2。  

産品ブランドと地域そのもの のブランドは互いに影響を与える存在であり、この関係を傘の図

式によって表現した。要するに、地域や地域資源のブランド化は様々な地域のイメージを 1 つに

まとめ上げて統一し、そのイメージを地域の産品ブランドにかぶせ、両方の相乗効果を狙うこと

である。両方の関係は、図表 4 の通りである。  

 

図表 4 地域ブランドと産品ブランド  

 

出所：村山（ 2 0 07）、 p 2 より転載  

 

村山は、ある地域が地域や地域資源のブランド化を進める際に、当該地域はある程度地名度（又

は、価値）を持つ方がブランド化しやすいため、わずかでも知名度（又は、価値）を持つこと を

求めた。なぜなら、地域そのものの知名度が高いほど地域産品ブランド（農産物、加工特産品、

観光サービスなど）は地域そのものの知名度効果の享受ができるし、それによって新たな価値創

造もできるからである。しかし、当該地域の知名度がない場合は、地域や地域資源のブランド化

が困難であり、ほとんどの地域がこの状況に陥っているのが日本の現状であると指摘した。  

村山は、青森県の事例を取上げて「 AOMOR I ブランド」の構築プロセスを 分析した。この分析

によると、青森県は既存りんごのイメージから脱却し、「白神山地」イメージを基本コンセプト と

した。 そして、青森はコアイメージとして白神山地という基本コンセプトを基盤に「 AOMO RI ブ



ランド」を構築し、青森県全体にビジョンを共有した。青森県は青森県のイメージを白神山地に

統一し、そのイメージを地域産品ブランドに被せて青森県の地域と地域資源ブランドのブランド

化を狙っていた。  

村山と青木は地域内の様々なイメージを 1 つの地域イメージにまとめ上げて統一して地域や地

域資源のブランド化を展開することが重要であると指摘したことは共通している。しかし 、青木

の場合、地域性が生かせる地域産品（青木の研究では、地域資源ブランド）を利用して地域の知

名度を上げることを求めた。一方、村山は、わずかでも地域の知名度を持つこととそれを地域産

品に被せることを求めた。村山の研究も青木の研究と同じく地域や地域資源のブランド化を 展開

する主体（組織）に関する役割について具体的な検討はしていない。  

 

4．生田・湯川・濱崎（ 2006）  

生田らは、地域ブランドを屋根（地域）と柱（人材・定住、観光・交流、地産品販売拡大、投

資促進・産業振興）のうちの屋根の部分を指すことと定義 1 3しながら、地域自体をブランド化す

ることにより、柱の部分の達成を目的としているとした。さらに、地域ブランド構築の実施者も

一般的のブランドに比べて非常に広いことが一般的ブランドと地域ブランドの大きな違い点であ

ると指摘した 1 4。それを含めて企業と地域の異なる点は図表 5 の通りである。  

 

図表 5 企業ブランドと地域ブランド比較  

 

出所：生田ら（ 20 0 6）、 p 4 1 より転載  

 

図表 5 によると、企業ブランドと地域ブランドはその目的や実施者が異なっていることが分か

る。一般企業は当該企業の利益を得るために企業内の商品をブランド化対象として展開する。一

方、地域は当該地域経済の活性化するために地域内の 産品、産品の加工品、観光地などをブラン

ド化対象として展開しているし、その範囲は 一般企業より幅広い。さらに、実施者も企業の場合

は、社長と従業員が展開主体になっているが、地域の場合、 地域内の多様な組織と市民が展開主

体になっている。それゆえ、 ビジネスブランド論を そのまま地域ブランド論に適用することは限

界がある。  

生田らは、1 2 自治体を事例として取上げて分析した。この分析に基づいてそれぞれの地域ブラ



ンド関連施策の 主対象を 、①地域イメージ中心型、②個別ブランド中心型、③地域イメージと 個

別ブランド型に分けた。分類について①は、当該地域が持っているキー・コンセプトを地域全体

イメージに統一して定着に関するものが主となり、当該地域ブランドイメージを確立するための

情報発信が、施策の中心となっている。②は、一次産品及びその加工品を中心とした 地域産品の

ブランド化を図るための施策 であり、県内製造業のブランド化や商品デザインのブランド化施策

が挙げられる。③は、地域全体（例えば、ある県全体）イメージ向上と地域内の資源（有形）・サ

ービス（無形）のブランド化相乗的に展開しようとしている 1 5。  

1 2 自治体の事例を分析した結果、地域や地域資源のブランド化モデルをタイプ A からタイプ D

まで総 4 つのタイプに分けた。この 4 つのタイプは、①タイプ A：地域イメージ・個別ブランド

総合型、②タイプ B：地域イメージ施策・個別ブランド波及型、③タイプ C：個別ブランド施策・

地域イメージ波及型、④タイプ D：個別ブランド特化型 である 1 6。このモデルによると、地域や地

域資源のブランド化を展開しようとしている地域 がすでに地域イメージを持っているとそのイメ

ージはブランド化の基盤になる資産である。地域イメージは地域や地域資源を展開しようとして

いる当該地域の目標によってその地域イメージの付与対象（地域、又は、個別商品）が異な り、

ブランド化の展開方法も異なる。いずれにしても、地域は地域や地域資源のブランド化の展開が

成功するためにブランド化の展開主体（実施者）の間に目標が明確し、その目標が一致しなけれ

ばならない。  

1 2 自治体の事例を取上げて分析した生田らは、分析に基づいて地域ブランド関連施策の主対象

を整理しながら 3 つのグループに分け、 またそれを基盤に 4 タイプのブランド化モデルを提示し

た。そして、地域ブランド関連施策を展開するために、①施策の対象と目的のギャップ、②実施

体制のギャップ、③イメージのギャップ、等の解消が課題となる。 つまり、地域ブランドは、企

業ブランドと異なり、施策のターゲットと実施者の双方が多様であることが本質的な課題である。 

 

5．大方・八坂・平屋  ・増田（ 2009）  

大方らは、ブランドを「自社製品を他社製品から区別するための名前、 シンボルなどであり、

それらを通じて消費者に付加価値の提供を約束することで、競合する製品との差別化を図り、結

果的に、市場における長期的な競争優位性を確立すること目的とするものであるということであ

る。」と定義 1 7し、このような視点から日本における地域ブランドに対する取組を改めて検討した

うえで、以下の問題点を指摘した。この問題点とは、①横並びの取組が多い 、②ブランド構築の

ための手段そのものが目的化しているものが多く見られる 、③ブランド構築の評価が不在になり

がちである。そして、ブランドとはそもそも受け手が認識する価値に基づいて構築されたかどう

か判断すべきものであるのに、その受け手に対する意識が欠如しているのが共通点である 1 8。既

存の日本の地域ブランド研究の立場は地域や地域資源のブランド化を展開する主体（売り手側）



に傾いている。一方、この地域ブランドを消費する買い手側（消費者あるいは、受け手）が受け

る影響に関する意識の欠如を指摘した。この意識の欠如があるため、様々な地域で展開している

地域や地域資源のブランド化は売り手側の一方的な情報発信にとどまり、同じ方法を繰り返して

いる。結果的に、地域や地域資源のブランド化を展開 している当該地域が発信する情報が受け手

に与える影響に関する研究は 足りない状況である。 この状況を指摘した大方らは地域や地域資源

のブランド構築は、受け手の立場を考える必要がある とした。大方らは、地域ブランドを、「その

対象が地域そのものであれ特定の地域資源であれ 、地域ブランドとは、地域の役割に即した各側

面のブランド化と捉えることができるであろう。」と定義した 1 9。さらに、地域における地域ブラ

ンドのブランド化対象を整理した。 この整理は、図表 6 の通りである。  

 

図表 6 地域の役割に対応した地域ブランドの概念  

 

出所：大方ら（ 20 0 9）、 p 5 1 より転載  

 

大方らが研究で示した図表 6 によると、地域や地域資源のブランド化対象はそれぞれのイメー

ジ（あるいは、地域性）を持つ。例えば、（地域産品の）産地は産地としてイメージ、（地域資源

の）観光地は観光地としてイメージ を持つ。これらのイメージは地域産品の販売（情報発信も含

む）によって消費者に知られるようになり、当該地域の認知度も上がる。認知度の向上は、 地域

産品の販売範囲の拡大・ 観光客・居住者・関連企業などを増加させる効果をもたらす。この効果

によって、地域外から地域内に人の流入 が増える。地域ブランドにおける地域の対象は各々のイ

メージを持ち、これらは互いに影響を与える関係である。  

大方らの研究によると、企業（ビジネス）ブランドのようなブランドになるために 地域や地域

資源のブランド化対象もレピュテーションの形成が必要である 。企業のレピュテーションは 、①

自ら自社のアイデンティティを発信する 、②発信した情報を受けた各ステークホルダーはイメー

ジを持つ、③企業とステークホルダー間の直接的取引やステークホルダー同士の取引に基づき、

コーポレートレピュテーションが発生する 。そして、このようなプロセスを通じて最終的にコー

ポレートブランドとなる 2 0。同じく地域ブランドのブランド化の対象もこのようなプロセスを通

じてブランドの構築ができる。しかし、企業と異なり、地域は受け手側の評価が集積することに

よって当該レピュテーションが形成される。このレピュテーションは受け手側の次の行動（買う、

訪ねる、住むなど）に影響を与える。  



地域ブランドのブランド化の対象であれ、企業のブランド化 の対象であれ、レピュテーション

の形成は、顧客に対して優れた製品やサービスを提供すること以外に、顧客だけでなく、従業員、

投資家、地域社会、中央・地方政府など多様なステークホルダーとの関係の重要性 である 2 1。その

ため、企業ブランドのみならず、地域ブランドも 地域内外の多様なステークホルダーとの関係性

を管理する必要がある。  

地域ブランドにおけるブランド化対象のレピュテーションは受け手の判断が集積されることに

よって形成される 2 2。これによって形成されたレピュテーションは当該地域の競争優位となる。

この競争優位は受け手側の行動（例えば、買う、訪れるなど）に繋がり、 当該地域のブランドに

対する受け手側の愛着やロイヤリティの形成にも影響を与える。大方らは地域ブランドのレピュ

テーション形成とブランド構築プロセス関係を提示した。このプロセスは図表 7 の通りである。  

 

図表 7 受け手における地域ブランドの構築プロセス  

 

出所：大方ら（ 20 0 9）、 p 5 3 より転載  

 

このように受け手側（消費者）が持つ当該地域のイメージは売り手側が発信した情報を基盤に

抱くし、その情報は明確なアイデンティティの設定によって作られる 2 3。明確な地域アイデンテ

ィティの設定は地域や地域資源のブランド構築の切り札である。大方らが研究で示した売り手側

のブランド化対象は、産地・観光地・居住地・企業立地などである。そのため、売り手側に複数

のアイデンティティの存在可能性がある。さらに、売り手側の間にブランド構築を担う組織の役

割と機能に関して論じなかったため、それらが残されている課題と思われる。大方らが示した 代

表的な地域ブランドは、大間まぐろ（青森県大間漁業協同組合）、輪島塗（石川県輪島漆器商工業

協同組合）、関さば・関あじ（大分県漁業協同組合）、琉球泡盛（沖縄県酒造組合連合会）である 。

しかし、これらについて具体的な事例の紹介はしていない。  

 

6．小林（ 2016）  

小林は、マーケティングにおけるビジネスブランド研究の成果に依拠して地域ブランドを考察

した。それゆえ、ブランドの一般的な定義を拡張して地域ブランドを「特定の地域空間や地域産



品を他の地域のそれと異なるものとして識別するための名称や言葉、デザイン、シンボルまたは

その他の特徴」と定義した 2 4。なお、地域ブランドの付与対象が地域空間と地域産品のどちらか

に限定される場合、「地域空間ブランド」「地域産品ブランド」という用語を用いた 2 5。小林が研究

で示した課題は、①ビジネスブランド研究の地域ブランドへの適用可能性、②地域ブランド研究

の固 有性、③地 域ブランド 研究がビ ジネスブラン ドにもた らす示唆であ る 2 6。地域や 地域資源 を

ブランドの付与対象と見なし、ビジネスにおけるブランド研究の成果を地域マーケティングに適

用することを「地域空間ブランディング」と呼び 2 7、ある製品を地域と関連づけてその製品価値

を高めようとするマーケティングを「地域産品ブランディング」と呼ぶことにした 2 8。  

さらに、地域ブランディングに関する主要概念 についても整理した。これによると「地域ブラ

ンド」は、特定の地理的空間に付与された地域名に代表される識別記号であり、「地域ブランディ

ング」は、地域の経済的・社会的・政治的・文化的発展のために、ビジネスにおいて培われたブ

ランドの知識や技法を地域マーケティングに適用することである 2 9。地域ブランディングは地域

空間ブランディングと地域産品ブランディングの大きく 2 つのブランディングに構成 されている。

地域をブランドの付与対象に見なした地域空間ブランディングは「地域ビジョンの策定」と「地

域基盤の整備」に構成される。後者の地域基盤整備は目的の違いによって地域産品ブランディン

グを支援する「地域産品のブランディング基盤」と 地域ブランディング主体の育成および彼らの

関係構築を支援する「地域ブランディング主体の育成・関係構築基盤」の 2 つに分けられる 3 0。  

地域空間ブランディングと地域産品ブランディングは互いに影響を与える関係であ るが、特に

地域産品ブランディングは地域空間ブランディングに大きく影響を受けている 3 1。地域性に基づ

いて作り上げたブランド・アイデンティティは地域空間と地域産品の 間に生じたギャップを埋め

ながら、両方のビジョン、ターゲット顧客と地域ブランディングの目的を合致する機能を担う 。

小林は、このようなプロセスモデル、すなわち 地域ブランディングの政策モデルを提示し た。こ

のモデルは図表 8 の通りである。そして、この政策モデルによると、 地域ブランドは、地域内の

多様な空間と産品（資源）があり、それによって多様なビジョンが存在している。この多様性は

ブランド・アイデンティティによって合致できる。  

小林は、あきたこまち、仙台牛タン焼き、関あじ・関さば、大阪産（もん）、富士山焼きそばを

事例として取上げて研究した。対象とした事例は、地域名と商品名に組み合わせている地域のブ

ランドである。一方、小林は地域産品のブランド対象範囲について地域名を冠していなくても 、

特定地域と強く結び付いたものも存在することから、特定地域との関係性をブランド・アイデン

ティティの中核とするものは、地域名を冠しているか否かにかかわらず、地域産品ブランディン

グとみなすことができる 3 2と指摘している。つまり、地域や地域産品のブランド化の対象は地域

資源が当該地域と強く結び付いている場合、地域のブランドとして認められることを意味する。  

 



図表 8 地域ブランディングの政策モデル  

 

出所：小林（ 2 0 16）、 p 94 より転載  

注 ： B I＝ ブ ラ ン ド ・ ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 略  

 

7．大森（ 2018）  

大森は、地域ブランドへの関心が高い傾向が続いている一方、 地域ブランドに関した諸概念の

用語や活動を捉える枠組みについての共通認識があるとはいえないと指摘した 3 3。さらに、研究

目的は、地域ブランドに関する先行研究サーベイを踏まえて 、地域ブランドの形成・維持・発展

のプロセスを示すモデルについて理論的に考察をし、提示することである 3 4。このプロセスモデ

ルは地域空間や地域産品のブランドを展開する提供者（売り手）側のみならず、消費者（買い手）

側の立場も含めて示したものである。さらに、ブランド化の対象を地域空間と地域産品に分けて

両方のブランド化プロセスを示した。大森は地域ブランド化の支援制度である地域団体商標制度、

中小企業地域資源活用促進法、農商工等連携促進法、六次産業化・地産地消法 の特徴と活用状況

も検討した 3 5。  

地域空間と地域産品のブランド化を支援する組織や支援方法は様々であるが、これら の制度の

共通点は当該地域に隠されている地域の資源を発見・開発して既存需要を含めて新たな需要の創

造することである。これらの支援制度の共通目的は地域経済を活性化することである。大森は地

域ブランドの形成・発展プロセスモデルを、地域資源、地域ブランドの「対象」、地域ブランドの

形成・発展に係わる「主体」の 3  点に着目した概念領域を設定して構築 した。これらの 3 点に着

目した概念領域を説明すると、第一に地域資源とは、当該地域の「地域らしさ」の根源で あり、

「地域ブランド・アイデンティティ」を検討する基盤となる。第二 に地域ブランドの「対象」は

「地域空間」と「地域産品」の双方 があり、これらは相互補完関係の立場をとる。第三に地域ブ

ランドの形成・発展に係わる「主体」はマーケター側と顧客側との双方の相互作用から形成され



る立場をとる。マーケター側は当該地域におけるブランディングを担う主体（個人、企業、各種

団体等）であり、顧客側は当該地域内外の顧客（一般消費者、企業、団体等）である 3 6。これらの

3 つの概念領域を組み合わせることで、地域ブランドの形成・発展プロセスモデルが示せる。こ

のプロセスモデルは図表 9 の通りである。プロセスモデルでは、マーケター（売り手）と顧客（買

い手）を 1 つのプロセスに組み合わせて示されている。その結果、地域空間と地域産品のブラン

ド化のためにマーケターが発信した情報の流れが顧客に伝わる過程まであらわした。なおかつ、

顧客における地域ブランドとコミュニティの形成過程も可視化した。  

しかし、マーケターが地域空間と地域産品をブランディングするために、 両方のブランド・ア

イデンティティを設定することは小林の研究と一致しているが、当該地域の情報発信は地域産品

のみに限定されている。要するに、このプロセスモデルによると、 地域空間のみをブランディン

グすることはできず、地域空間をブランディングするためには 地域産品ブランディングも一緒に

展開しなければならない 。つまり、当該地域に地域産品が存在しない場合、 地域空間のブランド

化は展開できないことである。そして、地域ブランドの展開主体は個人、地域事業者、事業組合、

商工会、行政等が可能であり、これらの主体の資格は制限していない。地域資源（空間・産品）

のブランド化を展開する能力を持っている人や組織はブランド化展開 の主体になる。  

大森が研究で示した地域ブランドの形成・発展プロセスモデル では、マーケター（売り手）と

顧客（買い手）における地域（空間・産品） ブランドとコミュニティの形成を示している。しか

し、地域空間と地域産品は相互補完関係であると分析しているが、このプロセスモデル によると、

地域産品が存在していない場合、地域空間のブランディングは展開できないように見える。  

 

8． Papadopoulos（ 2004）  

P ap ad o po u lo s は、プレイス・ブランディング（ P lace  Br an d in g）について研究しながら、 2 つの

目的を提示した。まず 1 つは、製品 -国家イメージ（以下 P CI、 ‘p ro d u c t -co u n t r y i mag e’、一般的に

は co u n t ry-o f -o r ig in である。）であり、これは P CI とプレイス・マーケティングの関係を確認する

ことである。もう 1 つは、プレイス・マーケティングを展開する際に、政府（国）の関与が製品

-国家イメージ形成に与える影響をマクロ的に論じることである 3 7。  

この研究が示したブランディングの対象は、プレイス（あるいは、国）である。技術（情報通信、

運送、移動手段など）の発展は国家間の競争を招いたため、様々な国は激しいグローバル市場で

当該国の競争力を上げて国内産業（ Do me s t i c  B u s in ess）を保護し、国内産業がグローバル市場で

競争優位を確保するための方法として国のブランディングを展開した 3 8。プレイスを対象として

ブランディングを展開するために政府の関与と支援は欠かせない。それがないと、プレイス・ブ

ランディングの展開に関連した法律や行政などの改正はできない。関 連した法律や行政の改正が

伴わないと、国全体アイデンティティの設定は難しくなり、結局国全体のイメージも作れない。  



図表 9 地域ブランドの形成・発展プロセスモデル  

 

出所：大森（ 2 0 18）、 p 56 より転載  

注 1） 図 中 の 記 号 -番 号 （ 例 ： S - 1） は 、 実 施 事 項 の 順 序 を 意 味 す る 。  

S＝ 地 域 空 間 、 P＝地域産品を意味する。  

注 2） 図 中 の 破 線 矢 印 は ， 実 施 事 項 間 の 流 れ の 方 向 を 示 す 。  

 

プレイス・ブランディングは政府の関与によって良い国家イメージ を作ることができ（または、

既 存 イメ ージ から 変更 ）、 そ のイ メー ジと 当該国 の 産業 が結 び付 けるこ と によ って 当該 プレイ ス

やプレイス内の産業の競争優位が築ける。  

P CI は約 4 0 年前から研究されてきたが、最近の 2 0 年間は、市場のグローバル化が進むにつれ、

自国市場も海外から輸入された商品が棚に詰まるようにな った。その結果、自国市場の競争はさ

らに激しくなった。自国市場を中心に成長した自国の製品は輸入品と競争 が避けられないため、

政府や業界は団体や組織を構成して自国製品を支援するキャンペーン（ ca mp ai gn s）を展開した。

こ の キ ー キ ャ ン ペ ー ン は 、 例 え ば 、 ‘Cra f t ed  Wi th  P r id e  in  Ame r i c a ’ ,  ‘ Th in k  C an ad ian ’ ,  ‘Su p p or t  

Br i t i sh  In d u s t r y’などがある。これらのキャンペーンは自国市場の製品を消費 させること、すなわ

ち国産品使用（ b u y d o me s t i c）を促すとともに自国経済の活性化も促進することである 3 9。このキ

ャンペーン活動は自国市場の消費者に当該製品の認知度向上と良い イメージの形成に影響を与え

た。さらに、国の関与は国家（プレイス）イメージの形成に大きな役割があることを認識する契



機になった 4 0。  

プレイス・ブランディングを展開する一部のマーケターはこのプレイス・ブランディングが 外

資系の（当該国に）直接投資（以下 FDI、Fo re ign  d i r ec t  i n v es t men t）に影響を与えることが分かっ

た。外資系企業は良い（あるいは、肯定的）イメージを持つ国 に直接投資する可能性が高くなる。

外資系が特定国に投資する判断を下す際に、投資する国が持つイメージ、例えば、安定的な 政治

環境、豊富な人的資源、企業運営に良い 立地や諸制度などの肯定的なイメージが大きな影響を与

える。なおかつ、自国製品の輸出の増加にも影響を及ぼす。当該国に対する良いイメージはその

国が生産・販売（あるいは、輸出）している商品に対して肯定的なイメージ形成を形成され、消

費者の購買行動に影響を与える。自国産業の製品を海外市場へ輸出する国は輸出した製品の販売

量が増える可能性が高くなる 4 1。従って、海外市場へ輸出を考えている国にとって肯定的なイメ

ージは大きな資産になり、この 資産は消費者の製品選択やプレイスのブランドエクイティ（ Bran d  

Eq u i ty）形成に影響を与える。  

ビジネスブランド論が示したブランドイメージはブランド連想の集合であり、この連想はブラ

ンドエクイティの構成要素になる 4 2。そして、ブランドイメージ形成はマーケティング活動の展

開が必要である 4 3。強力な連想は強いブランドになる要素であり、この連想の形成には消費者に

統一したブランドイメージの発信が求められる。そのため、プレイス・ブランディングを展開し

ている国（プレイス）は消費者（買い手）に統一したメッセージを発信するマーケティングやブ

ランディングを展開する必要がある。要するに、プレイス（国）エクイティの創造は連想の基盤

になるイメージの形成が必要であり、そのために消費者（買い手）に統一的で一貫性のあるメッ

セージの発信が必要である 4 4。消費者に統一されず、一貫性がないメッセージの発送は国家ブラ

ンドの確立に障害要因になる。この要因を防ぐために、①P CI や TDI（ To u r i s m De s t in a t io n  I mag e）

などのプレイス・ブランディングに 関連されている分野の マーケティング戦略を理解すること、

②既存知識で足りない部分を埋める新しい研究をすること、③関連されている分野の利用可能な

多様な知識を統合すること、 の 3 点の部分を補う追加研究を行う必要がある 4 5。  

P ap ad o po u lo s は、プレイス・ブランディングの定義をプレイス（国）と関連して、他のプレイ

ス（国）と差別化することができる実際的 /抽象的資産、あるいは負債の集合であるとした 4 6。そ

して、プレイス・ブランディング研究が始まった背景を 検討し、このプレイス・ブランディング

が観光産業や農業、そして FDI と輸出に与えた影響に関して分析した。さらに、プレイス・ブラ

ンディングを展開する国や地域は、消費者（買い手）に当該国に対して良いイメージを持たせる

ために統一したメッセージ発信の必要性を強調した。 P ap ad op o u lo s の分析によると、プレイス・

ブランディング研究と原産国イメージ（ cou n t ry -o f -o r i g in）研究は少し異なる。原産国イメージ効

果は自国生産品をできる限り多くの海外市場へ輸出し、進出した市場で占有率を上げることであ

る。一方、プレイス・ブランディング効果は原産国イメージ効果を加え、同時に当該国に外資系



の投資誘致も含めて考えることが異なる 部分ではないかと思われる。  

 

9． Kavaratzis（ 2005）  

世界の都市や地域、そして国はグローバル化が進むことによって経済的・文化的に大きな影響

を受けているし、この影響によって他の都市、地域や国との競争が増加している 4 7。この影響が

もたらした変化は、世界各地で自国のプレイス（場所）の競争力を上げようとするマーケティン

グ活動を促した。しかし、この活動は専門組織 ではなく、主に個人によって遂行されたため、一

貫性の不足問題が少なくなかった。 世界の色々なプレイス（都市、地域、国を含む） はグローバ

ル化につれ、自分のプレイスも変更させ、競争相手のプレイスと差別化することに力を入れ、様々

な活動を展開したが、その展開は一貫性や専門性が欠如され ていた。そのためむしろ、消費者側

の間に混乱を招いた。このような状況であったのが、以前より統合され、最近の 3 0 年間のプレイ

ス・マーケティング展開はより戦略的に発展した 4 8。  

Ka var a t z i s は 2 つのプレイス・マーケティング方法を示した。第 1 は、理論的であり、これは

非営利組織と関連していることで、特に新たなマーケティング方法の開発することと関係してい

る。第 2 は、都市危機（ u rb an  c r i s i s）と呼ばれる都市（または、地方）経済破綻を伴う地方経済

の衰退である 4 9。この危機を打開するため、マーケティングの概念を都市に適用して都市を売る

物とした認識がし始めた。その当時は、単純に都市をプロモーションすることに過ぎなかったが、

規制を緩和し、イメージ基盤プロモーションなどを展開し た。なおかつ、マーケティング・ミッ

クスをプレイス・マーケティングに適用することによって都市の資産価値や魅力を さらに上げた。

都市価値や魅力を上げるため に地方経済構造の改善する必要があり、これを達成するためには一

人のリーダーによる具体的な 目標や政策を定めた後、これらの展開の追求が求められる 5 0。  

Ka var a t z i s は、最近のプレイス・ブランディング研究を、①原産国ブランディング（ P lace  o f  Or ig in  

Bran d in g ）、 ② 国 家 ブ ラ ン デ ィ ン グ （ Nat io n s  Bran d in g ）、 ③ 文 化 / 娯 楽 ブ ラ ン デ ィ ン グ

（ Cu l tu re /En te r t a in men t  Bran d in g）、④目的地ブランディング（ Des t in a t io n  Bran d in g）、⑤場所 /都市

ブランディング（ P lace /C i t y Br an d in g）に分類し、各研究の特徴を検討した。また、⑤場所 /都市ブ

ランディング（ P lace /C i t y  Br an d in g）は地域的ブランディング（ Geo g rap h ic a l  n o men c la tu r e）、製品

-プレイス・ブランディング（ P ro du c t -p l ace  co - b ran d in g）、プレイス・ブランディング・マネジメ

ント（ Bran d in g  as  p l ac e  man a ge men t）に区別できる 5 1。 5 つに分類した研究はマーケティングの概

念をどのようにプレイス・ブランディングに適用するかが主な関心であった 5 2。要するに、伝統

的なマーケティング概念は物理的な商品（ ph ys i ca l  p ro d u c t）と強く結ばれることを望んでいるが、

プレイスという概念は物理的な商品ではなく、目に見えないものになるため、どのようにマーケ

ティングの概念を適用できるかに焦点が集中している。  

プレイスに企業ブランディングの概念を適用するためプレイス全体を製品と同じ と見なす必要



があり、企業ブランディングと同じくプレイス・ブランディングも一貫性があるメッセージを持

たなければならない 5 3。企業のブランディング対象は企業が生産・販売している自社製品であり、

これは消費者（買い手）の手に入れるものである。そして、企業側（売り手）は生産・販売して

いる製品に対して消費者に肯定的なイメージを持たせるために、消費者にコミュニケーション活

動を展開する。単純に自社製品を売ることに止まらず、企業側は消費者にメッセージを伝えるた

めに製品という媒体を利用している。プレイス・ブランディングを展開するマーケターも同じく、

消費者に伝えるメッセージとしてプレイスストーリーの構築が求められる。このストーリーはプ

レイスに関連したステークホルダーとコミュニケーションを実施しながら、 作り上げた後、プレ

イスにストーリーとイメージを結び付けて定着 させることが求められる 5 4。  

プレイス・ブランディングはコアブランド（ Co re  b ran d）の定義から始まる。このコアブランド

は、ブランド・アイデンティティとブランドコミュニケーション から構成される。このコアブラ

ンドを地域内の多様なステークホルダーと協力すること によってブランドの拡張ができる。単純

に都市自体をブランディング せずに、都市を構成している多様なステークホルダー（生産者、販

売者、住民など）の間に同一 な目標とそれを達成する意識の一致が求められる 5 5。  

Ka var a t z i s の研究によって、2 つが明らかになった。プレイス・ブランディングを成功させるた

め、①そのブランディングを通じて達成する目標を明確にしなければならない こと、②その目標

を達成する方法も具体的にしなければならないことである 5 6。プレイス・ブランディングを展開

する際に、目に見えないものである ため、プレイスを企業の製品と見なし、消費者にプレイスの

メッセージを伝える方法としてストーリーの構築を求めた。 そして、プレイス・ブランディング

展開主体に、①強力なリーダーシップが発揮できるリーダーの存在 、②その目標が達成できる一

貫性がある戦略と実行、が必要である。  

 

10． Tregear and Gorton（ 2005）  

Tre ge ar  an d  Go r to n の研究によると、原産国表示（ Geo gr ap h ic  Or i g in、または原産地）は農産物

（ Ag r i - fo o d） を差 別化す る手段 とし て使え ると 述べな がら 、さら に世 界 の一 部の 有名農 産物 は、

原産国イメージ効果を享受し、品質が良い商品として消費者に認識されていると分析した（例え

ば、 Ch amp a gn e、 Ro q u efo r t  ch ee se、 Sco tch  wh i s k y などがある） 5 7。しかし、農産物市場の自由化

につれ、多くの生産者は 原産国イメージをマーケティング の道具として使える可能性が高くなっ

ており、それを支援する制度もあるが、実際は 原産国イメージを基盤にし たマーケティング展開

は複雑化し、困難である 5 8。このことに関して検討しながら、農産物生産者の対応方法を論じる

ことが研究目的である。そのため、ブランディングと原産国効果（ cou n t ry o f  o r i g in  e f fe c t s） の既

存研究を検討した。  

消費者が手に入れる農産物（または、製品）の原産国は情報（あるいは、メッセージ）として



機能し、その情報はまた、消費者が持つ当該地域に対する様々な知識と結び付けて当該地域の連

想を強化する。なぜなら、ブランド知識はブランド認知（ Bran d  awar en ess）とブランドイメージ

（ Bran d  ima ge）によって構成されているからである 5 9。製品の生産国（原産国）が消費者に良い

イ メ ー ジ と 認 識 さ れ て い る 場 合 、 こ の 原 産 国 イ メ ー ジ は 消 費 者 の 購 買 行 動 に 影 響 を 及 ぼ す 。

Tre ge ar らはこの原産国効果の例としてフランスワインを取上げて提示した 6 0。フランスのワイン

マーケティングは AOC（ Ap el l a t i o n  d 'o r ig in e  co n t ro l ée）というシステムによって管理されている

が、この AOC システムは 4 6 7 個の生産規則と管理構造があり、各システムは統一されず、各々の

システムによって生産されるために、これらのワインは消費者に混乱を招いた。そのため AO C シ

ステムによって生産された 4 6 7 個のフランスワインは消費者に認識されず、その認知度は低かっ

た。良い原産国イメージを持ち、その効果が強く発揮され、各々のワインは識別性を持つにもか

かわらず、この識別性が強すぎてブランド・カニバリゼーション（ Bran d  Can n ib a l i za t io n）が生じ

た。この問題は AO C システムを統合することによって解決された。  

AOC 管理システムの統合が遅くなったのは、その組織構造と所有者などが ビジネスブランドと

異なるためである。ビジネスブランドは当該企業が作り上げたブランドであり、そのため当該企

業が統制（ Co n t ro l）できる。一方、原産国ブランドは、様々なステークホルダーが集まって作り

上げたため、1 つの企業が統制（ Co n t ro l）できない 6 1。原産国ブランドはブランド管理の困難性が

あり、この困難性を改善する方法として、①デュアル・ブランディング（ Du al  Bran d in g）、②コレ

クティブ・ブランディング（ Co l l ec t ive  B ran d in g）の戦略方法がある 6 2。デュアル・ブランド戦略

は、製品の原産国は表示するが、原産地より製品生産企業のブランド を強調する戦略である。 企

業ブランドに原産国イメージを結び付けて製品の識別性を上げるため、企業ブランドに問題が生

じても原産国全体に与える影響は少ない 。そして、当該ブランドの統制権は企業が持つ。一方、

コレクティブ・ブランド戦略は、原産国 がそのままブランドになり、それをブランドとしてブラ

ンディングする。そのため、 多くの企業が一定の規則（品質、ラベルなど）に従って製品 を生産

し 、 そ れ を 原 産 国 ブ ラ ン ド と し て 消 費 者 に 販 売 す る 。 最 近 は 地 理 的 表 示 （ GI 、 Geo gr ap h ica l  

In d ica t io n s）が典型的な制度であり、農産物に良く見つかる戦略である 6 3。  

しかし、この 2 つのブランディング戦略 は問題点もある。例えば、デュアル・ブランディング

の場合、消費者に企業ブランドとして認識されているため、原産国の認知度を向上するのが難し

い。そのため、限定された地域や状況のみに効果がある可能性がある 6 4。企業がブランドの統制

権を持つ長所もあるが、自社製品ラインを拡張する際、原産国と企業の間にギャップが生じる可

能性が高い。そして、企業ブランドは原産国イメージと結び付いて いるため原産国イメージが悪

くなると、企業ブランドのイメージも悪くなる。 一方、コレクティブ・ブランディングの場合、

この戦略に合わせて関連システムを作る必要があり、必ずこのシステムに 従うように管理しなけ

ればならない。しかし、 企業間の規模によって 管理水準は異なるため問題が生じる可能性が高い



6 5。つまり、システムを作り上げる際に企業間規模差異によって不均衡が生じる可能性があり、

さらに、技術の水準が低く、零細規模企業の声（意見）はシステムに反映されない場合がある。

この問題は企業間トラブルを引き起こし、さらに競争力低下もあり得る。  

農産物ブランドは原産国イメージと強く結び付き、原産国イメージに強く影響を受け ているが

ゆえに、農産物の特性は原産国の地理的・環境的・文化的などによって大きな差が 生じる 6 6。農産

物は、自然環境の変化によって、品質（味・形）や生産量などの問題が発生しやすいし、この影

響を受けて供給や価格も不安定である。 これらの問題は消費者の信頼に影響を与えるため、農 産

物の原産国ブランドの価値創造におけるブランド信頼性（ Bran d  Au th en t i c i t y）とブランド一貫性

（ Bran d  Co h eren ce）の問題点がある 6 7。そのため、プレイスのブランディングにおいて地理的・

環境的などに合わせた管理システムの存在は農 産物のブランド価値創造に欠かせない。  

消費者は企業がブランドを作って市場に出した後、企業のブランドを認知し購買する。この視

点から見ると、ブランドの構築は消費者が当該ブランドの存在を認知す ることによって始まる 6 8。

ブランドは消費者に選択した後、ブランドが持つ差別性（味・デザインなど）の 発揮ができる。

従って、ブランドは味・テクスチャーなどの機能的品質（ Fu n c t io n a l  q ua l i t y）と使用者の状況・環

境影響などの象徴的な品質（ Symb o l i c  q u a l i t y）の側面から消費者の頭の中に認識される 6 9。農産

物に対して消費者が持つ期待と実際の製品が一致すると、原産国に基づいた農産物ブランド構築

は可能であるが、それが消費者の期待に応えないと 、消費者の信頼をなくす原因となり、ブラン

ド価値創造もできない 7 0。  

原産国イメージは農産物に強い影響を与えるし、消費者も原産国自体を農産物ブランドとして

認識している。農産物は原産国イメージと強く結ばれているため、その間に関連性が弱い他のブ

ランドを追加すると、原産国イメージは弱くなり、一貫性にも問題が生じる。そのため、場合に

よって消費者の好感があっても、そ の製品が原産国イメージと一貫性を阻害するのであればその

製品（資源）と結ばない方が良い 7 1。原産国イメージと一貫性を阻害しない製品は原産国と製品、

両方に相乗効果がある。従って、原産国と製品の間の 一貫性を守りながら、ブランド の構築を展

開すると強力なブランド価値が作られる。  

Tre ge ar らは、原産国イメージを結び付けて農産物をブランディングする際に、原産国ブランド

を管理する 2 つの戦略を提示した。 そして、その 2 つの戦略を展開する際に生じる問題点を指摘

し、その改善策も提示した。さらに、原産国イメージと農 産物のブランドを結び付けてブランド

を構築する際に、このブランドを維持するための管理システムの重要性を示した。  

 

11． Iversen and Hem（ 2008）  

Ive r sen  an d  He m は、プレイス（国、あるいは地域）をブランド化の対象としてブランディング

する際に、アンブレラ・ブランド（ Umb r e l l a  Br an d）戦略を求めた。このアンブレラ・ブランド戦



略はブランドの最上位に国が位置し、その下位に個々の製品のブランド化を展開する戦略である。

そのため、自国の農水産品のプロモーションにおけるブランドの傘の役割を果たすプレイス に関

して検討した。  

プレイスはプレイスならではのユニークさがある。このユニークさとは、言語・文化・ライフ

スタイル・宗教などであり、これらが全く一致するプレイスはないため、このユニークさはプレ

イスのブランディング展開に役に立つ 7 2。従って、プレイスのブランディングはこれらのユニー

クさを基盤に（良い、あるいは肯定的）イメージを作り出し、それをコミュニケーション（発信）

することで構成される 7 3。プレイスの価値はこのユニークさを基盤にイメージが創造される。こ

のイメージは当該プレイスの識別性 を上げる道具として機能する。買い手側（消費者）はこのプ

レイスのイメージが頭に残り、消費者の購買行動に影響を与える。  

プレイスのブランディングは企業のブランディングと異な り、その展開は簡単ではない。企業

はブランディング対象である製品に対して統制力（コントロール）を持つが、プレイスは多様な

ステークホルダーが結び付いているがゆえ、企業のようにブランディング の対象に対する統制力

が持てないため、プレイスのブランディング展開は困難である 7 4。プレイスのブランディングを

展開する組織は様々なステークホルダーによって構成される。この組織のリーダーは一般企業と

同じ役割を担っているわけではない し、このことがプレイスにおけるブランディング展開の難し

さである。この統制力の問題は地域 ブランド（プレイス・ブランディング）を研究する研究者の

間に共通問題として認識されている。  

しかし、プレイス・アンブレラ・ブランディング（ P lace  U mb r e l l a  Bran d in g）の展開はマーケタ

ーが買い手側に一貫したメッセージの発信することを可能にし、さらにプレイスの製品とサービ

ス、目的地などのプロモーションや規模の経済を達成することに役に立つ 7 5。プレイス・アンブ

レラ・ブランディング戦略の展開はプレイスの下位ブランドを統合し、一貫性があるブランドの

構築や情報伝達が可能にする。これによってアンブレラ・ブランドによるシナジーの享受ができ

る。  

プレイス・ブランディングも企業ブランドと同じく、明らかなビジョン（ Vis io n）のもとにブラ

ンディングの展開が求められる 7 6。明確なビジョンのもと、買い手 側に製品・サービスを販売し、

この戦略が成果を上げると当該プレイス（地域）に人の流入が増加 する。これによってプレイス

の認知度や名声（ Rep u tat io n）が高くなり、外資系から投資誘致に繋がる。これはまた、当該プレ

イスのインフラ整備や開発を引き起こし、関連規制も緩和され、投資はさらに活溌となり、 プレ

イス（地域）経済の活性化に繋がる可能性が高くなる。プレイス（地域）基盤の再整備はまた、

観光資源の開発や活用に も影響を与え、結果的にプレイス全体 の経済を活性化するようになる。  

プレイス・アンブレラ・ブランド（ P lace  U mb r e l l a  Bran d s）戦略は、プレイス内から生産される

製品（プレイス・ブランド） とプレイスの特性（文化・ライフスタイル・自然環境など）を 結ぶ



ことによって、他の（プレイス）ブランドと差別化を狙う戦略である 7 7。この差別性はプレイスの

認知度（レピュテーションやイメージを含む）を 上げるために展開する製品とサービスのマーケ

ティングに利用できる 7 8。従って、マーケターはブランドの再生（ Rec a l l）と再認（ Reco gn i t i o n）

そして、地域特性（差別化）を向上させ、強力なアンブレラ・ブランド を構築しなければならな

い 7 9。  

ブランドイメージは多様な製品や非製品（ No n-p ro d u c t、例えば、サービスなどの無形品）に対

して消費者が持つ知識（ Kn o wled g e）や確信（ b e l i e fs）から構成させる 8 0。言い換えれば、製品に

対する消費者の知識と確信は、製品（有形無形）が発信した情報と消費者の期待が一致する こと

によって形成される。これらの形成過程はプレイス・ブランディングも同じである。 プレイスイ

メージとプレイスの価値（例えば、環境・気候・文化など）が結びつ き、消費者の頭に残る。消

費者が持つプレイスの知識は、そのプレイスが発信した情報によって形成 され、その情報は消費

者の購買に影響を与える。プレイスはプレイスの本質（ Essen ce）を協力ブランド（パートナー ）

に説明し、理解を得たうえで、プレイスに対する消費者の期待を一致する活動 の展開が求められ、

この展開によってアンブレラ・ブランドの構築ができる 8 1。  

I ve r sen らはフィヨルド・ノルウェー・シーフード（ Fjo rd  No rwa y S ea fo o d）を例として取上げ

た。フィヨルド地域で生産しているすべてのシーフードにフィヨルド地域のイメージを被せ るこ

とによって当該地域のシーフードは識別性が上げられ、差別性の発揮もできる 8 2。フィヨルド地

域のイメージを被せることによってフィヨルド地域 から生産された様々なシーフードは当該地域

の下位ブランドに位置し、フィヨルド地域のアンブレラ・ブランドになる。 これによってフィヨ

ルド地域シーフードはフィヨルド地域が持つイメージ効果を享受する。  

I ve r sen らはプレイス・ブランディングの定義を、プレイスの価値とプレイスの構成要素を明確

したうえでこれらを選択し、またこれらを連結して維持することであるとした 8 3。そして、プレ

イスイメージと地域製品間の関連性の調和はプレイスのブランド拡張に影響を与えると考え、プ

レイスのブランド拡張に影響を与える特性モデルである PA(P ro ven an ce  Asso c i a t io n s )を提示 した

8 4。さらに、課題を 2 つ提示した。①は、マーケターの役割は様々なブランドを統合し、一貫した

ブランド価値を地域全体の協力ブランド（パートナー）に提供 することとその関係を維持するこ

と 8 5、②ブランディ ングを展 開ができ る強力なリー ダーシッ プを持つリー ダーの不 在を防ぐこ と

である 8 6。プレイス・ブランディングの展開には、ブランディングを展開する組織が当該地域に

対して誇りを持つ必要があり、この誇りをもとに消費者にプレイスの価値を発信しながら、プレ

イスに対して信頼と名声（ Rep u ta t io n）を維持する活動を続けなければならない 8 7。  

 

 

 



注  

1  本 研 究 で 使 っ て い る 地 域 ブ ラ ン ド 論 と い う 用 語 は 、 地 域 ブ ラ ン ド の 開 発 ・ 展 開 な ど の 地 域 や 地 域 資 源 を

ブ ラ ン ド 化 す る こ と に 関 す る 研 究 を 意 味 す る 。 一 般 的 に 地 域 ブ ラ ン ド と い う 用 語 を 使 用 し て い る 傾 向 が 強

い が 、 本 研 究 で は 地 域 ブ ラ ン ド 論 と い う 用 語 を 使 用 す る こ と に す る 。  
2  内 閣 府 （ 2 0 1 7 )『 地 域 の 経 済 2 0 1 7  － 地 域 の 「 稼 ぐ 力 」 を 高 め る － 』、 p 6 3 - 6 9。 2 0 0 6 年 に 改 正 さ れ た 商 標

法 の 正 確 な 名 称 は 「 地 域 団 体 商 標 制 度 」 で あ る 。  
3  中 嶋 （ 2 0 0 8 )は 地 域 ブ ラ ン ド の 発 展 過 程 を 大 き く 3 の 時 期 に 分 け て 説 明 し て い る 。 そ の 時 期 の 中 、 第 1

期 は 初 期 か ら 2 0 0 2 年 ま で の 期 間 と し 、「 黎 明 期 」 と 呼 ん だ 。 こ の 時 期 の 地 域 ブ ラ ン ド は 地 域 の 特 産 品 、 い

わ ゆ る 「 地 域 ブ ラ ン ド =地 域 の 特 産 品 」 で あ る 。  
4  小 林 （ 2 0 1 6）、 p 2 の 図 序 -1 と 中 嶋 （ 2 0 0 5）、 p 3 4 の 表 1、 生 田 ら （ 2 0 0 6）、 p 3 の 図 表 １ を 見 る 限 り 、 小 林

の 場 合 、 地 域 ブ ラ ン ド と い う タ イ ト ル を 含 む 論 文 数 は 0 2 年 で は 8 件 に 過 ぎ な か っ た が 、 0 4 年 で は 5 7 件

で あ り 、 0 5 年 は 11 9 件 ま で で あ っ た 。 同 じ く 中 嶋 の 場 合 、 新 聞 記 事 の 数 が 0 2 年 は 3 件 に 過 ぎ な か っ た

が 、 2 0 0 4 年 で は 2 7 件 ま で に 急 激 に 増 え た こ と が 分 か る 。 さ ら に 、 生 田 ら 場 合 も 0 3 年 は 2 0 8 件 で あ り 、

0 4 年 は 4 9 3 件 、 0 5 年 は 8 5 7 件 新 聞 記 事 の 数 が 増 え た 。 従 っ て 、 こ の 2 0 0 4 年 頃 が 地 域 ブ ラ ン ド を テ ー マ に

し た 研 究 ブ ー ム が 始 ま っ た 時 期 と 思 わ れ る 。  
5  青 木 （ 2 0 0 4）、 p 1 5。  
6  上 同 書 、 p p 1 5 - 1 7。  
7  内 田 （ 2 0 0 4）、 p p 3 7 - 3 8。 さ ら に 、 定 義 の 中 に 提 示 し た 地 域 の 価 値 と は 、 景 観 ・ 自 然 環 境 ・ 歴 史 背 景 ・ 文

化 ・ 風 土 ・ 特 産 品 な ど と い っ た 地 域 が 持 つ 固 有 の 財 産 で あ り 、 ス テ ー ク ホ ル ダ ー に は 、 政 府 や 自 治 体 、 住
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5 2  上 同 書 、 p p 3 3 2 -3 3 4。  
5 3  上 同 書 、 p 3 3 6。  
5 4  上 同 書 、 p 3 3 6。  
5 5  上 同 書 、 p 3 3 8。  
5 6  上 同 書 、 p 3 3 9。  
5 7  Tr e g ea r  a n d  Go r t o n（ 2 0 0 5）、 p 3 9 9。  
5 8  上 同 書 、 p 3 9 9。  
5 9  K e l l e r（ 2 0 0 7）、 訳 、 p 5 4  
6 0  Tr e g ea r  a n d  Go r t o n（ 2 0 0 5）、 p p 4 0 1 - 4 0 2。  
6 1  上 同 書 、 p p 4 0 2 -4 0 3。  
6 2  上 同 書 、 p p 4 0 4 -4 0 5。  
6 3  上 同 書 、 p 4 0 5。  
6 4  上 同 書 、 p p 4 0 4 -4 0 5。  
6 5  上 同 書 、 p p 4 0 5 -4 0 6。  
6 6  上 同 書 、 p p 4 0 7。  
6 7  上 同 書 、 p p 4 0 7。  
6 8  田 村 （ 2 0 11）、 p p 2 9 - 3 3。  
6 9  Tr e g ea r  a n d  Go r t o n（ 2 0 0 5）、 p p 4 0 8。  
7 0  上 同 書 、 p p 4 0 8。  
7 1  上 同 書 、 p p 4 0 8 -4 0 9。  
7 2  Iv e r s en  a n d  H em（ 2 0 0 8）、 p 6 0 3。  
7 3  上 同 書 、 p 6 0 4。  
7 4  上 同 書 、 p 6 0 4。  
7 5  上 同 書 、 p 6 0 5。  
7 6  上 同 書 、 p 6 0 7。  
7 7  上 同 書 、 p 6 11。  
7 8  上 同 書 、 p 6 1 0 - 6 11。  
7 9  上 同 書 、 p 6 1 0 - 6 11。  
8 0  上 同 書 、 p 6 0 8。  
8 1  上 同 書 、 p 6 11。  
8 2  上 同 書 、 p p 6 11 - 6 1 2、 Fi g u r e  1 参 考 。  
8 3  上 同 書 、 p 6 11。  
8 4  上 同 書 、 p p 6 1 3、 Fi g u r e  2 参 考  
8 5  上 同 書 、 p p 6 2 0。  
8 6  上 同 書 、 p p 6 2 0。  
8 7  上 同 書 、 p p 6 2 0。  
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